
◆特集号◆

用途地域等の見直し

平成１５年  1 ／21 NO.1625

〈説明会の日程・会場〉

会　場　Ｂ会　　場　　Ａ月　日
方南区民集会所
　　　　　〔方南１‐２７‐８〕

井草地域区民センター
　　　　　　〔下井草５‐７‐２２〕２月３日∑

 荻窪地域区民センター
　　　　　　　〔荻窪２‐３４‐２０〕　　４日∏

和田区民集会所
　　　　　〔和田２‐３１‐２１〕

西荻地域区民センター（勤労福祉
会館）〔桃井４‐３‐２〕　　６日∫

梅里区民集会所
　　　　　〔梅里２‐３４‐２０〕

上高井戸区民集会所
　　　　　〔上高井戸１‐１５‐５〕　　７日ª

久我山会館　〔久我山３‐２３‐２０〕　　１２日π

高井戸地域区民センター 
　　　　　〔高井戸東３‐７‐５〕　　１３日∫

四宮区民集会所
　　　　〔上井草２‐２８‐１３〕

高円寺地域区民センター（セシオ
ン杉並）　　　〔梅里１‐２２‐３２〕　　１４日ª

西荻南区民集会所
　　　　〔西荻南３‐５‐２３〕

阿佐谷地域区民センター
　　　　　〔阿佐谷南１‐４７‐１７〕　　１７日∑

本天沼区民集会所
　　　　〔本天沼２‐１２‐１０〕浜田山会館　〔浜田山１‐３６‐３〕　　１８日∏

下高井戸区民集会所
　　　〔下高井戸３‐２６‐１〕

男女平等推進センター（ゆう杉並）
　　　　　　　〔荻窪１‐５６‐３〕　　２０日∫

高円寺北会議室（旧高円寺北出張
所）　　　〔高円寺北３‐２５‐９〕　　２１日ª

永福和泉地域区民センター
　　　　　　　〔和泉３‐８‐１８〕　　２４日∑

杉並公会堂　　〔上荻１‐２３‐１５〕　　２５日∏

※開催時間は、いずれも午後７時からです。終了は午後８時３０分を予定してい
ます。
※説明会の内容は、会場ＡもＢも同じです。
※各会場とも駐車場がありませんので、車での来場はご遠慮ください。
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　杉並区は、自然豊かな住環境と商業・産業・文化などの都市の持つ
活力が調和し、区民の多様なくらしに対応できる、個性と魅力ある都
市をめざしています。そのためには、住宅・店舗などの住み分けを図
り、建物も周囲との調和を考えて建てなければなりません。
　建物の建て方や土地の利用の仕方などをコントロールする都市のル
ールとして、都市計画で定める用途地域等の地域地区制度があります。
　今回の用途地域等の見直しは、杉並区が「杉並区２１世紀ビジョン」

に掲げる将来都市像「区民が 創 る『みどりの都市』すぎなみ」を都市
つく

計画の面から実現していくためのものであり、同時に、東京都の「東
京の新しい都市づくりビジョン」の実現をめざすためのものです。
　この特集号では、先頃まとまった区の素案や各地区（各会場）で開
かれる説明会の日程などについてお知らせします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　問い合わせは、都市計画課へ。
　　　　　　　　　　　　　　（区の素案の地図は中面にあります。）

　今回の用途地域等の見直しは、「杉並区２１世紀ビジ
ョン」及び「杉並区まちづくり基本方針（杉並区都
市計画マスタープラン）」に基づく初めての見直しで
す。ゆとりある良好な住宅地を維持・保全し、また、
多様な都市型サービスを提供できる活力ある生活拠
点の形成を図るため、都市計画の基本である用途地
域等でどのように規制・誘導していくかが重要な課
題となっています。
　また、今回の用途地域等の見直しに当たっては、
地区の課題にきめ細かく対応し、地域の特性に応じ
ためざすべき市街地像を実現するため、「地区計画の
原則化」が掲げられています。このことは、区民主
体のまちづくりの重視であるとともに、地域での用
途あるいは建ぺい率、容積率の緩和は、地域の将来
像を見据えた上で地区計画により行うことをめざし
ていくという考えです。
　杉並区素案は、以上の基本的な考え方を踏まえ、
昨年の８月に策定した「用途地域等見直しに係る杉
並区方針」に基づきまとめたものです。
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